
様式第二号の人 (第人条の四の五関係 )

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画書

筆黍日6年6月 4日

大分県知事 殿

提出者

住 所 福岡市博多区博多駅前 1丁 目31-17

氏 名 株式会社 サンコービル ド

代表取締役  松川 伸太郎

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電言舌番号  092-414〒 6o10

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

-616t13

事 業 場 の 名 称 株式会社 サンコービル ド

事 業 場 の 所 在 地 福岡市博多区博多駅前 1丁 目31-17

計 画 期 間 令不日6年4月 1日 ―令不日7年3月 31日

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

①事 業 の 種 類 建設業・総合建設業

②事 業 の 規 模 資本金 9,900万 円

③従 業 員 数 121名

1処 理工 の お

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

(日 本産業規格 A列 4番 )



(第2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり

排  出  量 t t

①現状 (これまでに実施した取組)

①簡易養生の推進
②工場加工の採用、現場発生廃棄物の抑制

③施工材料の発注数量の適正化
④再利用資材の選別

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり

排  出  量 t t

②計画 (今後実施する予定の取組)

①現場での廃棄物の分別収集
②再生利用できる梱包資材等の採用推進
③建設汚泥の自ら行う再生利用
④再生利用できる廃棄物の分別回収の推進

産業廃棄物の分別に関する事項

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

鉄くず、紙くず、石膏ボード、コンクリー ト・アスフアル トがら

委託業者による再生利用工場への持ち込み

①現状

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

上記に加え、建設汚泥、木くずの再生利用の推進

各種廃棄物のセメント原料への再利用の検討

②計画



(第 3面 )

自ら行 う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら 用を行った
t t

産 業 廃 棄 物 の 量

①現状 (こ れまでに実施した取組 )

【目標】

産業廃棄物の種類

ら再生利用を行 う
一 t t

産 業 廃 棄 物 の 量

②計画 (今後実施する予定の取組 )

自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行つた

産 業 廃 棄 物 の 量
t t

自ら中間処理により減量した

産 業 廃 棄 物 の 量
t t

①現状
(これまでに実施 した取組 )

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら 回収を行 う ―― t 一 t
産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量
一 t ― t

②計画
(今後実施する予定の取組 )
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自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋 処分又は

海洋投入処分を行つた
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

①現状
(これまでに実施 した取組 )

【目標】

産業廃棄物の種類

ら 又 は

海洋投入処分を行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

②計画 (今後実施する予定の取組 )

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり

全 処 理 委 託 量 t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

①現状
認定熱回収業者以外の

熱回収を行 う業者への

処 理 委 託 量
t t

(これまでに実施した取組)

①運搬・収集業者の追跡調査の実施
②優良業者の選定
③電子マニフェスト導入



(第5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり

全 処 理 委 託 量 t t

t t

t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組 )

3尾郵み姥豪慮α2皇箸定曇霊留「木くず等の中間処理による減量
③工場加工製品の採用促進
④現場内での分別収集の推進
⑤電子マニフェストの全現場活用

※事務処理欄



別添 1処理工程図

現場内分別収集 → 収集運搬 (電子マニフエス ト発行)→ 中間処理場

→ 最終処分 → 電子マニフエス トにて処分完了の確認



別添 2管理体制図

統括責任者

廃棄物担当者

工事本部長

建築部長
土木部長
安全担当部長

産業廃棄物処理責任者   工事作業所 作業所長
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